
令和８年度 地域未来交付金事業（デジタル実装型 TYPE A） 
森町オンライン施設予約システム導入業務委託 

回  答  書 

令和 ８ 年 ４ 月 14 日 

 

 本事業について、実施要領に基づき提出された質問書に対し、以下のとおり回答する。 

 

質問項目 質問内容 回答 

実施要領 ９ 選定

方法 (2) プレゼン

テーション審査 

出席者について、「１提案者当

たりの出席人数は、３名以内」

とございますが、現地に 3名、

オンラインから別のメンバー

の参加も可能でしょうか？ 

現地出席者が３名以内であれば、

オンラインでの参加も可としま

す。 

ただし、オンライン接続に係る機

器等の準備は提案者側で用意して

ください。 

 

実施要領 ９ 選定

方法 (2) プレゼン

テーション審査 

プレゼンテーションに際し、プ

ロジェクター及びスクリーン

を用意していただけるとのこ

とですが、HDMIで接続できれば

問題ないでしょうか？ 

 

提案者のパソコン等と町が用意す

るプロジェクターを HDMI で接続

することを想定しています。 

仕様書 

３ 本業務の範囲 

業務範囲として、「システムの

初期構築（マスタデータの登録

を含む）」とございますが、マ

スタデータについては、受注者

の書式に合う情報を、森町様よ

り提供いただける認識でよろ

しいでしょうか？ 

 

御認識のとおりです。 

仕様書 

３ 本業務の範囲 

業務範囲として、「テストの実

施及び当町職員によるテスト

実施への支援」と記載がござい

ますが、すでにパッケージシス

テムとして、他自治体様での提

供実績がある機能については、

テストは不要という認識でよ

「テストの実施」について、パッ

ケージシステムにおいても、当町

が示す仕様を満たすために行う設

定の登録作業や外部機能との連携

が問題なく行われているか、一連

の業務フローを実現できるかにつ

いては、テストが必要という認識



ろしいでしょうか？ です。実施範囲や必要なテストケ

ースについては、システムの特性

を考慮して、システム稼働テスト

仕様書で示した上でテストを実施

してください。 

また、「当町職員によるテスト実施

への支援」について、ユーザー受

入テストとして、実業務に即した

形で動作確認することを指してお

り、こちらも同様にパッケージシ

ステムかどうかによらず必要で

す。 

 

仕様書 

３ 本業務の範囲 

森町様として想定している研

修の実施回数を教えて下さい。 

少なくとも３回程度を想定してい

ます。 

 

４ 成果物  

第１章 業務概要 

３ 本業務の範囲 

運用保守サービス定義書は、受

注者書式で作成すればよろし

いでしょうか？ 

あらかじめ書式のサンプルを示

し、必要項目について双方合意の

上で作成を進めていただくようお

願いします。 

 

４ 成果物  

第１章 業務概要 

３ 本業務の範囲 

「システム稼働テスト仕様書

及び結果報告書」とございます

が、すでにパッケージシステム

として、他自治体様での利用実

績がある機能の場合、提出不要

でよろしいでしょうか。 

 

利用実績がある機能の場合も提出

してください。 

４ 成果物  

第１章 業務概要 

３ 本業務の範囲 

操作手順が分かる PR 動画（利

用者向け）とございますが、内

容や構成、編集の度合いは受注

者に一任いただける認識でよ

ろしいでしょうか？または、森

町様指定のフォーマットやコ

ンセプトがあり、そこに受注者

が合わせる形になるのでしょ

うか？ 

受注者から内容や構成を提案いた

だき、あらかじめ当町との協議を

経て作成してください。 

また、納品前に当町側で内容を確

認し、修正を依頼する場合があり

ます。 

なお、システム利用に不慣れな方

にとっても分かりやすく、便利さ

が伝わる動画にしたいと考えてい

ますが、本プロポーザルの公募時



点では具体的なフォーマットやコ

ンセプトは決まっていません。 

 

第２章 システム要

件 

３ サポートセンタ

ー 

「施設等のマスター設定の変

更、新規追加、データ抽出等の

依頼について、サポートセンタ

ーにて無償で対応すること」と

ございますが、設定変更・追加

に関しては、原則自治体様で実

施していただいております。サ

ポート窓口にて遠隔からサポ

ートを実施し、原則森町様にて

設定作業を実施していただく

形でよろしいでしょうか？ 

 

当町側で設定作業を実施する場

合、プロポーザル提案書において、

サポートセンターによる無償対応

が無いことと、それに代わる製品・

サービス特性（設定の容易さ、一

括登録機能、サポート体制など）

について、説明するようにしてく

ださい。 

別紙１ 備考欄に、「スマートロック連

携」、「スマートロック連携（照

明等）」とございますが、違い

についてご教示いただけます

と幸いです。 

 

前者については、利用者の入室

の制御をするためのスマート

ロック、後者については、照明

の鍵の取り出しのためのスマ

ートロックという認識でよろ

しいでしょうか？ 

 

御認識のとおりです。 

なお、前者についてもドアの鍵の

取り出しにより対応することを想

定しています。 

 

別紙１ スマートロックの設置工事は

建業法対象でしょうか（過去、

建屋がわかれていれば金額が

基準を超えている場合でも建

業法の対象とならないと判断

されたケースも多くございま

す。） 

 

またそれに伴うアスベスト対

策費用は業務委託料上限額に

スマートロックについては、入室、

照明等ともに鍵の取り出しを想定

しており、建設業許可が不要な範

囲での対応と認識しています。 

ただし、既存のドア等を改修し、

配線工事等を行うことを排除する

ものではなく、その場合は建設業

許可が必要になると考えます。 

その場合、アスベスト対策費も業

務委託料上限額に含めてくださ



含めますでしょうか？ い。 

 

別紙１ スマートロックの機器仕様（形

状等詳細）の記載（BOX型等）

がございませんが指定または

推奨タイプ等の指定はござい

ますでしょうか。 

 

BOX 型のスマートロックに対象施

設の物理鍵を格納する想定です。 

 

別紙１ スマートロックに無線環境が

必要の場合、工事不要のポケッ

ト WI-FI 機器でもよろしいで

しょうか。 

スマートロックが正常に稼働すれ

ばポケット Wi-Fi 機器も可としま

す。 

ただし、ポケット Wi-Fi 機器のラ

ンニングコストや機器の設置に係

る費用（盗難対策、防水対策等を

含む。）を見積金額に含めてくださ

い。 

 

機能要件②（森町の

独自要件） 

スマートロックについて、通信

環境の整備が不要な方式で提

案することが要件として記載

されていますが、通信環境が必

要となることで、評価に影響す

ることはございますか？ 

 

通信環境を利用することによ

り、インターネット上からの履

歴確認や、電池残量の確認とい

った、「現地に行かなくとも、

利用者への案内や、機器の状態

把握ができる体制」を作れるメ

リットがあると考えておりま

す。 

 

通信環境が必要となることで評価

に影響することはありませんが、

通信環境整備に係る費用が見積額

に含まれることから、通信環境が

必要とならない場合と比較し見積

額に差が生じると考えられます。 

 

本事業で整備する通信環境も含め

て安定的にサービスが稼働するこ

とを実績などふまえて、プロポー

ザル提案書に記載してください。 

機能要件②（森町の

独自要件） 

提案上限額について、オンライ

ン決済における入金方法は「相

殺入金」または「元本入金」の

どちらを想定されております

でしょうか。 

元本入金を想定しています。 

（森町が請求する使用料の請求額

が町の指定口座に入金され、決済

手数料は別途請求をいただき、支

払うことを想定しています。） 



機能要件②（森町の

独自要件） 

「立替金の収納金額から決済

手数料は差し引かずに町に入

金され、決済定数料について

は、別途、請求により支払うこ

と。」とありますが、決済手数

料の請求については、弊社以外

の別のベンダーと、森町様にて

調整いただくことになるので

すが、問題ございませんでしょ

うか。 

 

問題ありません。 

ただし、元本入金に対応している

ベンダーについて、当町に情報提

供するようにしてください。 

 

 

実施要領 １ 業務

の概要 

(6) 業務委託料限度

額（見積限度額） 

提案上限額について、オンライ

ン決済に係る契約は、本システ

ムと連携可能な決済システム

提供事業者と貴町が直接契約

する形とし、本業務委託契約と

は別契約とする形態であって

も問題ないでしょうか？ 

情報共有や調整に要する当町側の

負担を考慮すると、受託者（シス

テム導入事業者）と決済システム

提供事業者との間で契約を締結す

ることが望ましいです。 

難しい場合は、提案書にその旨を

明記してください。その場合でも

一連の業務機能を実現するため当

町が行う決済システム提供事業者

との調整を支援してください。 

 

実施要領 １ 業務

の概要 

(6) 業務委託料限度

額（見積限度額） 

上記質問に関連し、別契約が可

能となる場合、決済システム提

供事業者に対して支払う必要

がある初期費用／基本料金に

ついては、提案価格に含める必

要がありますでしょうか。 

決済システム提供事業者に支払う

費用も見積金額に含めてくださ

い。 

実施要領 １ 業務

の概要 

(6) 業務委託料限度

額（見積限度額） 

指定管理者は何社いらっしゃ

いますか。オンライン決済を利

用する際、開設口座数（アカウ

ント数）に関わるためお聞きし

ております。 

現時点では指定管理者制度を導入

している施設はありません。 

開設口座数は１つです。 

 



様式４ 業務実績 提出書類［様式第 4］業務実績

に記載する実績は、導入事業者

としての実績に加え、本システ

ム提供事業者の実績を含めて

記載することは可能でしょう

か？ 

 

  

（様式第４号）事業者業務実績表

には、システム導入事業者の実績

に限り記載してください。 

その上で、システム提供事業者が

システム導入事業者との協業で業

務を行った実績について、プロポ

ーザル提案書で説明することも可

能とします。 

 

「事業者業務実績表

（様式第４号）」につ

いて 

「事業者業務実績表（様式第４

号）」に添付する「受注を確認

できる書類（契約書の写し、仕

様書等）」について、本書類は

ページ数が膨大になるため、

「業務名」「契約期間」「契約金

額」「発注者名（契約当事者）」

が確認できる箇所を抜粋して

の提出でよろしいでしょうか。 

 

問題ありません。 

キャッシュレス決済

について 

キャッシュレス決済導入に伴

う歳入先口座について、振込先

となる口座は、貴町が指定する

特定の１口座のみでしょうか。

あるいは、指定管理者の口座な

ど、複数の口座に分かれる可能

性はありますでしょうか。 

口座数によってシステム構築

の費用積算が変動するため、現

時点での想定についてご教示

ください。 

 

当町が指定する１口座のみとなり

ます。 

仕様書 

第２章 システム要

件 

２ 非機能要件 

SLAについて 

SLAの可用性区分における計画

停止の条件について、「深夜時

間帯（０時から翌朝８時まで）

に実施」とありますが、これは

必須要件でしょうか。それと

も、状況次第で調整の余地はあ

りますでしょうか。 

「深夜時間帯（０時から翌朝８時

まで）に実施」が難しい場合、ど

のような状況が考えられるのか、

また、その状況に対する具体的な

対応について、プロポーザル提案

書に記載してください。 



仕様書 

第１章 業務概要 

３ 本業務の範囲 

（６）システム操作

研修 

①研修実施場所について 

仕様書に「現地で操作研修を行

う」との記載がございますが、

ここでの「現地」とは「森町役

場」などの特定の集合会場を想

定すればよろしいでしょうか。 

あるいは、別紙１「対象施設・

室場一覧」にある各施設（総合

体育館や文化会館など）へ個別

に訪問して実施する想定でし

ょうか。 

 

②参加人数と実施回数につい

て 

対象者はシステム管理者や施

設管理者とのことですが、操作

研修に参加されるおおよその

想定人数をご教示いただけま

すでしょうか。 

また、対象者が多数となる場

合。複数回に分けて研修を実施

する形でも問題ございません

でしょうか。 

 

③研修用端末について 

仕様書の「第３章 その他 ２ 

一般事項（２）」にて、森町の資

産等を使用する場合は事前協

議とされておりますが、操作研

修で利用する端末については、

貴町所有の端末（職員様用のPC

等）を使用（借用）することは

可能でしょうか。 

それとも、原則として受託者側

で全参加者分の端末を用意し

て持ち込むことを想定してお

くべきでしょうか。 

 

①研修実施場所は、森町役場本庁

舎の隣にある「森町町民生活セン

ター」で行うことを想定していま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②参加人数と実施回数は、以下を

想定しています。 

実施回数：全３回程度 

参加人数：最大 10名程度/回 

 

 

 

 

 

 

 

 

③操作研修で使用する職員用の端

末（PC）は町で用意しますが、操

作説明する上で複数台端末が必要

となる場合は、受注者側で御用意

ください。 

（例えば、予約者画面と管理者画

面を見てもらいながら、並行して

説明する際に、端末が複数台必要

となる場合は、受注者側で必要と

なる端末数を御用意ください。） 



 


